
MAROON ENGLISH ACADEMY 入会規約
第1条　総則
マルーン・イングリッシュ・アカデミー（以下「当校」と称す）を
利用する人（以下「在校生」と称す）は、本規約に定めた内容を承諾するものとし、
入会した時点で本規約に同意したとものとします。
また、本規約は必要に応じて内容の変更を行う場合がありますので、ご利用の際は
最新の内容をご参照ください。

第2条　レッスン費用　その他関連費用
受講料・入会金・教材費については別紙料金表又は当校ＨＰ内受講料案内にてご確認をお願いいたします。
当校の月謝システム　年間（12ケ月）で42回のレッスンを実施いたします。
お月謝は、42回分の年間レッスン料を12回分割した金額を「月謝」として毎月末にお支払いいただきます。

● 学費のお支払いは全て銀行自動引き落としでお願いいたします。ただし、開始2ケ月分のみお振込みとなります。
　毎月の月謝はご登録いただいた銀行口座より毎月、前月の27日に引き落としとなります。
  （27日が土日祝日の場合は翌営業日）
※口座振替ができなかった場合、下記口座へのお振込みにて月謝納入のお手続きをお願いいたします

千葉銀行　　矢切支店　　普通　3443256
口座名　　株式会社ＳＯＬＷＡＹＳ　

第3条　退会、休会、変更、休校、振替
●  退会、休会、コース変更―
     退会、並びに休会、コース変更を希望する方は、その意思を前月の１０日までにメールにてご連絡ください
　　それ以降のお手続きは、翌月の自動引き落としが実行され、返金の対応はできません。
●  退会―一度退会されますと、再入会の際は入会金・年会費等が発生いたします。
●  休会―休会は原則２ヶ月とします。休会中にご希望の枠がなくなる場合があります。
　　休会期間を経過した場合、再入会時は新規入会扱いとなります。
●  休講―講師の急病、不測の事態が生じた場合は、原則、振替、別講師レッスンで対応しますが、
　　振替レッスン日時など希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください
　　天災や交通事情などや、生命の安全を優先する事態が生じた場合、当校は休校する場合があります
　　その際は予め、登録されたメールやホームページ等にてお知らせします
●お振替ー当校の都合で休校となった場合のお振替はその休校日より３ヶ月間有効とします
　　自己都合でお休みされた場合はお休みされた月より2ヶ月間を振替期間とします。それ以後は持ち越せません。
● 先生が期中で変更になる可能性があります。予めご了承ください
● 当校が定めたカレンダーでのレッスン開催となります

第4条　本サービスに関する留意事項
●  本サービスの著作権―
      著作権者である当校の承諾を得ずに本サービスに含まれる著作物、および無形のメソッドを含むいかなる情報も
      著作権法で定めるお客様個人の私的使用の範囲を超えて使用、複製、公開、並びに営利目的をもった転売、
      再販売をすることは規定違反となり、知的財産権に関する問題に発展する場合があります
      この場合、適切な法的措置を取らせていただく場合があります
●  原則、グループレッスン内での録音、録画は禁止します。
　　但し、各クラスメンバーの承諾と当校の承諾の元で行う録音、録画は除きます
●  当校は広告・SNS等でレッスン風景やお客様の写真・動画を使用することがございますので予めご了承ください

●  当校にいただいた個人情報は社会的秩序に則り、プライバシー保護法に準拠して、
　　厳密な管理の元、当校の運営目的以外で使用されることは一切ありません
●  内容・料金改定―
     当校はお客様に事前に通知することなく、お客様の承諾なしに本サービスの内容、構成、使用を変更、追加、削除
     レッスン料や入会費の変更をできるものとします
     これらの変更、修正、削除などによって被るお客様の損害について、当校は責任を負わないものとします

第5条　免責事項
●  本サービスを利用することによる学習効果には個人差があります。当校は成果、効果を保証するものではありません
●  お客様とクラスの他のメンバーとのトラブルは当校ではいかなる責任も負うことはできません
　　又、講師を含めた当校スタッフとのプライベートな交流に対して一切禁止とします。
　　講師、生徒とそのご家庭および関係者間のトラブルに対して、当校は一切の責任を負わないものとします
●  当校の備品・施設の破損があった場合は補修費用を請求させていただきますので、予めご了承ください

第6条　除名
●　在校生が３カ月以上会費の納入を怠った時は当該在校生を退会させることができる
●　本規約に違反する等、スクール生としてふさわしくないと当校が認めた者に対し、
　　当校は受講を継続拒否し、退会させることができる
　　また当校はその退会・除名の決定に至った理由・経緯についての詳細を伝える必要はないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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